
平成 26 年 9 月 17 日(水) 
資料３ 
 

新旧対照表  別添３：特定保健用食品（規格基準型）制度における規格基準（案） 

改正案 

 

現行 

（平成 17 年７月１日食安発第 0701007 号 部長通知） 

（平成 17 年７月１日食安新発第 0701007 号 室長通知） 

（平成 18 年 7 月 21 日食安発第 0721001 号 部長通知） 

（平成 21 年８月 27 日食安発 0827 第２号 部長通知） 

（平成 21 年８月 27 日食安新発 0827 第１号 室長通知） 

 

別添３ 

 

特定保健用食品（規格基準型）制度における規格基準 

 

特定保健用食品（規格基準型）制度における規格基準を以下のとおり

設定する。 

 

１．関与成分について 

関与成分は別表１の第１欄に掲げるものとし、定められた成分規格

（別紙）に適合していること。なお、一品目中に別表１の第１欄に掲

げるものを複数含んではならないこと。 

一日摂取目安量は別表１の第２欄に掲げる分量とすること。 

 

２．食品形態及び原材料の種類について 

（１）食品形態は、別表１の区分ごとに既に許可されているものとする

（平成17年部長通知（平成21年部長通知反映）） 

（別添） 

 
特定保健用食品（規格基準型）制度における規格基準 

 
特定保健用食品（規格基準型）制度における規格基準を以下のとおり

設定する。 

 
１．関与成分について 

関与成分は別表の第１欄に掲げるものとし、定められた成分規格（別

紙）に適合していること。なお、一品目中に別表の第１欄に掲げるも

のを複数含んではならないこと。 

一日摂取目安量は別表の第２欄に掲げる分量とすること。 

 
２．食品形態及び原材料の種類について 

食品形態は、別表の区分ごとに既に許可されているものとすること。 
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こと。 

なお、平成 26年○月○日（本通知発出日記載）において特定保

健用食品の表示が既に許可されている食品形態については、別表２

のとおりとりまとめたので参考にされたい。 

（２）原則として、関与成分と同種の原材料（他の食物繊維又はオリゴ

糖）を配合しないこと。 

（３）別添２に基づき、過剰用量における摂取試験が実施されているこ

と。 

 

 

３．表示について 

表示できる保健の用途は別表１の第３欄のとおり、摂取上の注意事

項は別表１の第４欄のとおり表示すること。なお、必要に応じた注意

事項の記載を求める場合がある。 

容器包装において関与成分以外の原材料に係る事項を強調して表示

する等、不適切な表示を行うものでないこと。 

 

 

 

 

 
原則として、関与成分と同種の原材料（他の食物繊維又はオリゴ糖）

を配合しないこと。 

過剰用量における摂取試験が実施されていること。過剰用量とは、

原則として当該食品として摂取する量の原則として３倍以上の範囲を

指す。 

 
３．表示について 

表示できる保健の用途は別表第３欄のとおり、摂取上の注意事項は

別表第４欄のとおり表示すること。なお、必要に応じた注意事項の記

載を求める場合がある。 

容器包装において関与成分以外の原材料に係る事項を強調して表示

する等、特定保健用食品（規格基準型）制度の創設の趣旨に照らして

不適切な表示を行うものでないこと。 

 

 
別表１ 

  第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

区  

分 

関与成分 一日摂取

目安量 

表示できる保

健の用途 

摂取上の注意事項 

（平成 17 年部長通知（平成 21 年部長通知反映）） 

別表 

  第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

区  

分 

関与成分 一日摂取

目安量 

表示できる保

健の用途 

摂取上の注意事項 
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Ⅰ

（食

物

繊

維） 

  

  

  

  

  

  

  

 

難消化性デキ

ストリン（食物

繊維として） 

３g～８g 

○○（関与成

分）が含まれ

ているのでお

なかの調子を

整えます。 

摂り過ぎあるいは体質・体調

によりおなかがゆるくなること

があります。 

多量摂取により疾病が治癒し

たり、より健康が増進するもの

ではありません。 

他の食品からの摂取量を考え

て適量を摂取して下さい。 

ポリデキスト

ロース（食物

繊維として） 

７g～８g 

グアーガム分

解物（食物繊

維として） 

５g～１２g 

Ⅱ

（オ

リ

ゴ

糖） 

  

  

  

  

  

大豆オリゴ糖 ２g～６g 
○○（関与成

分）が含まれ

ておりビフィズ

ス菌を増やし

て腸内の環境

を良好に保つ

ので、おなか

の調子を整え

ます。 

摂り過ぎあるいは体質・体調

によりおなかがゆるくなること

があります。 

多量摂取により疾病が治癒し

たり、より健康が増進するもの

ではありません。 

他の食品からの摂取量を考え

て適量を摂取して下さい。 

フラクトオリゴ

糖 
３g～８g 

乳果オリゴ糖 ２g～８g 

ガラクトオリゴ

糖 
２g～５g 

キシロオリゴ

糖 
１g～３g 

Ⅰ

（食

物

繊

維） 

  

  

  

  

  

  

  

 

難消化性デキ

ストリン（食物

繊維として） 

３g～８g 

○○（関与成

分）が含まれ

ているのでお

なかの調子を

整えます。 

摂り過ぎあるいは体質・体調

によりおなかがゆるくなること

があります。 

多量摂取により疾病が治癒し

たり、より健康が増進するもの

ではありません。 

他の食品からの摂取量を考え

て適量を摂取して下さい。 

ポリデキストロ

ース（食物繊

維として） 

７g～８g 

グアーガム分

解物（食物繊

維として） 

５g～１２g 

Ⅱ

（オ

リ

ゴ

糖） 

  

  

  

  

  

大豆オリゴ糖 ２g～６g 
○○（関与成

分）が含まれ

ておりビフィズ

ス菌を増やし

て腸内の環境

を良好に保つ

ので、おなか

の調子を整え

ます。 

摂り過ぎあるいは体質・体調

によりおなかがゆるくなること

があります。 

多量摂取により疾病が治癒し

たり、より健康が増進するもの

ではありません。 

他の食品からの摂取量を考え

て適量を摂取して下さい。 

フラクトオリゴ

糖 
３g～８g 

乳果オリゴ糖 ２g～８g 

ガラクトオリゴ

糖 
２g～５g 

キシロオリゴ

糖 
１g～３g 
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イソマルトオリ

ゴ糖 
１０g 

Ⅲ

（食

物

繊

維） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

難消化性デキ

ストリン（食物

繊維として） 

４g～ 

６g※１ 

食物繊維（難

消化性デキス

トリン）の働き

により、糖の吸

収をおだやか

にするので、

食後の血糖値

が気になる方

に適していま

す。 

血糖値に異常を指摘された方

や、糖尿病の治療を受けてお

られる方は、事前に医師など

の専門家にご相談の上、お召

し上がり下さい。 

摂り過ぎあるいは体質・体調

によりおなかがゆるくなること

があります。 

多量摂取により疾病が治癒し

たり、より健康が増進するもの

ではありません。 

 

※１：１日１回食事とともに摂取する目安量 

 

  

  

  

  

イソマルトオリ

ゴ糖 
１０g 

Ⅲ

（食

物

繊

維） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

難消化性デキ

ストリン（食物

繊維として） 

４g～ 

６g※１ 

食物繊維（難

消化性デキス

トリン）の働き

により、糖の吸

収をおだやか

にするので、

食後の血糖値

が気になる方

に適していま

す。 

血糖値に異常を指摘された方

や、糖尿病の治療を受けてお

られる方は、事前に医師など

の専門家にご相談の上、お召

し上がり下さい。 

摂り過ぎあるいは体質・体調

によりおなかがゆるくなること

があります。 

多量摂取により疾病が治癒し

たり、より健康が増進するもの

ではありません。 

 

※１：１日１回食事とともに摂取する目安量 

  

 
別表２ 

「特定保健用食品（規格基準型）の食品形態」 

（平成 17 年室長通知（平成 21 年室長通知反映）） 

別添 

「特定保健用食品（規格基準型）の食品形態」 
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平成２６年○月○日現在 

 
食品形態の範囲（日本標準商品分類より） 

日本標準商品分類（総務庁統計局統計基準部編）をもとに設定 

 

 第一欄 第二欄 

区分 分類番号 食品形態の範囲 

食物繊維 

（お腹の調

子） 

７２ ７０１ ビスケット類 

７２ ７０３ 米菓 

７２ ７０６ 洋生菓子 

７３ １１１ ハム類 

７３ １１２ ソーセージ類 

７４ １８６ 特殊かまぼこ 

７５ １２９ 即席みそ汁 

７５ ３９７９９ おかゆ 

７６ １１１ 鉱水 

７６ １２ 清涼飲料水 

 

 

 

７６ １９０ ティーバッグ 

７６ １９０ 乳性飲料 

平成 21 年 8 月 27 日現在 

 
食品形態の範囲（日本標準商品分類より） 

日本標準商品分類（総務庁統計局統計基準部編）をもとに設定 

 

 第一欄 第二欄 

区分 分類番号 食品形態の範囲 

食物繊維 

（お腹の調

子） 

７２ ７０１ ビスケット類 

７２ ７０３ 米菓 

７２ ７０６ 洋生菓子 

７３ １１１ ハム類 

７３ １１２ ソーセージ類 

７４ １８６ 特殊かまぼこ 

７５ １２９ 即席みそ汁 

７５ ３９７ 米飯類 

７６ １１１ 鉱水 

７６ １２１５ 果実着色炭酸飲料 

７６ １２２１ 果実飲料 

７６ １２２７ 茶系飲料 

７６ １９０ 果実・野菜飲料 

 ７６ １９０ ティーバッグ 

７６ １９０ 乳性飲料 
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７６ １９０ 粉末飲料 

７６ １９０ 粉末清涼飲料（果実、野菜、

ココア） 

オリゴ糖 

（お腹の調

子） 

６９ ９７９９ テーブルシュガー 

７２ ５２２ 菓子パン 

７２ ７０１ ビスケット類 

７２ ７１１ キャンデー類 

７２ ７１２ チョコレート類 

７２ ７９９ 錠菓 

７２ ８０３４ 充填豆腐 

７３ ２４１ はっ酵乳 

７３ ２４２ 乳酸菌飲料 

７５ １２９ 即席みそ汁 

７５ １５１ 醸造酢 

７６ １１１ 鉱水 

７６ １２ 清涼飲料水 

 

 

７６ １９０ 粉末清涼飲料（果実、ココア、

コーヒー） 

難消化性デ

キストリン 

７２ ５１２２ 乾めん（そば） 

７２ ５２９ パン 

（追加） （追加） 

７６ １９０ 粉末清涼飲料（果実、野菜、コ

コア） 

オリゴ糖 

（お腹の調

子） 

６９ ９７９９ テーブルシュガー 

７２ ５２２ 菓子パン 

７２ ７０１ ビスケット類 

７２ ７１１ キャンデー類 

７２ ７１２ チョコレート類 

（追加） （追加） 

７２ ８０３４ 充填豆腐 

７３ ２４１ はっ酵乳 

７３ ２４２ 乳酸菌飲料 

７５ １２９ 即席みそ汁 

７５ １５１ 醸造酢 

７６ １１１ 鉱水 

７６ １２１５ 果実着色炭酸飲料 

７６ １２２１ 果実飲料 

７６ １２２６ コーヒー飲料 

７６ １９０ 粉末清涼飲料（果実、ココア、

コーヒー） 

難消化性デ

キストリン 

７２ ５１２２ 乾めん（そば） 

７２ ５２９ パン 
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（血糖値） ７２ ６２９ 乾燥かゆ 

（移動） （移動） 

７２ ７０３ 米菓 

７２ ８０３ とうふ 

７３ ２４１ はっ酵乳 

７５ １２９ 即席みそ汁 

７５ １８１ 乾燥スープ 

７５ ３９７９９ 包装米飯（白飯） 

７６ １２ 清涼飲料水 

７６ １９０ ティーバッグ（茶） 

７６ １９０ 粉末飲料 

７６ １９０ 粉末清涼飲料（茶、コーヒー） 

 
食品形態の範囲は、区分毎に示した第１欄のうちの第２欄の範囲とする。 

 

（血糖値） ７２ ６２９ 乾燥かゆ 

７２ ６２９ 米飯類（白飯） 

７２ ７０３ 米菓 

７２ ８０３ とうふ 

７３ ２４１ はっ酵乳 

７５ １２９ 即席みそ汁 

７５ １８１ 乾燥スープ 

（移動） （移動） 

７６ １２ 清涼飲料水 

７６ １９０ ティーバッグ（茶） 

７６ １９０ 粉末飲料 

７６ １９０ 粉末清涼飲料（茶、コーヒー） 

 
食品形態の範囲は、区分毎に示した第１欄のうちの第２欄の範囲とする 

 
（別紙） 

 
成分規格 

（変更なし） 

（平成 17 年部長通知（平成 18 年 部長通知反映）） 

（別紙） 

 
成分規格 

（変更なし） 
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